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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物開口部に取り付けられるスクリーン枠と、該スクリーン枠内に縦向きに配設されて
左右方向に移動操作可能な操作框と、前記スクリーン枠の左右の縦枠杆の一方と前記操作
框との間に張設され、該操作框の移動操作によって前記スクリーン枠を開閉するスクリー
ンと、該スクリーンの上下端のうち少なくとも一方に配設され、前記操作框の移動操作に
よって該操作框の内部から前記スクリーンの端部に沿って引き出されたり該操作框の内部
に引き込まれたりするスクリーンガイドと、前記操作框の内部から引き出された前記スク
リーンガイドを前記スクリーンに沿って直線状に支持する支持レールとを有し、
　前記支持レールは、該支持レールの幅方向両側に突出する第１係止縁及び第２係止縁を
有し、
　前記スクリーンガイドは、複数のガイド駒を直列且つ一方向にのみ屈曲可能なるように
連結することにより形成され、
　前記ガイド駒は、前記スクリーンの端部に係合する駒本体と、前記支持レールの第１係
止縁及び第２係止縁に係止する第１係止部及び第２係止部を備えた係止部材とを有し、
　前記係止部材は、前記駒本体に、前記第１係止部及び第２係止部が前記支持レールの第
１係止縁及び第２係止縁にそれぞれ係止する第１位置と、前記第１係止部及び第２係止部
が前記第１係止縁及び第２係止縁からそれぞれ外れる第２位置とに変位自在なるように連
結されている、
　ことを特徴とするスクリーン装置。
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【請求項２】
　前記係止部材は、前記支持レールが嵌合する凹状の支持溝を有し、該支持溝の相対する
一対の溝壁のうち一方の第１溝壁に前記第１係止部が形成されると共に、他方の第２溝壁
に前記第２係止部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載のスクリーン装置。
【請求項３】
　前記第１係止部及び第２係止部は、前記支持溝の幅方向内側に突出して前記第１係止縁
及び第２係止縁に係止する係止爪を有し、該係止爪の内面と前記係止縁の裏面とのうち少
なくとも一方の面、及び、前記係止爪の外面と前記係止縁の表面とのうち少なくとも一方
の面は、前記係止爪又は係止縁の先端側に向けて次第に該係止爪又は係止縁の厚みが薄く
なる方向に傾斜していることを特徴とする請求項２に記載のスクリーン装置。
【請求項４】
　前記支持溝は、前記スクリーンガイドが支持レールに沿って直線状に支持されていると
き、該支持レールに対して斜めを向き、且つ、相対する第１溝壁及び第２溝壁の一部がそ
れぞれ前記第１係止縁及び第２係止縁に当接するように形成され、前記第１溝壁の前記第
１係止縁に当接する部分に前記第１係止部が形成されると共に、前記第２溝壁の前記第２
係止縁に当接する部分に前記第２係止部が形成されていることを特徴とする請求項２又は
３に記載のスクリーン装置。
【請求項５】
　前記ガイド駒は、前記支持レールに沿う方向の第１端と反対側の第２端とを有し、前記
第１係止部は、前記第１端側及び第２端側の何れか一方に形成され、前記第２係止部は、
前記第１端側及び第２端側の他方に形成されていることを特徴とする請求項４に記載のス
クリーン装置。
【請求項６】
　前記ガイド駒の係止部材は、前記駒本体に対し、該ガイド駒に垂直な軸線を中心にして
回動自在なるように連結され、正逆方向への回動によって前記第１位置と第２位置とに変
位することを特徴とする請求項１から５の何れかに記載のスクリーン装置。
【請求項７】
　前記ガイド駒の係止部材は、相互間の間隔が変化する方向に変位自在の一対の可動部片
を有し、該一対の可動部片の一方と他方とに前記第１係止部及び第２係止部の一方と他方
とが形成されていることを特徴とする請求項１から５の何れかに記載のスクリーン装置。
【請求項８】
　スクリーン枠内にスクリーンを開閉自在に張設したスクリーン装置において前記スクリ
ーンの端部を支持するスクリーン支持機構であって、該スクリーン支持機構は、前記スク
リーンの端部を支持するスクリーンガイドと、該スクリーンガイドを支持する支持レール
とを有し、
　前記支持レールは、該支持レールの幅方向両側に突出する第１係止縁及び第２係止縁を
有し、
　前記スクリーンガイドは、複数のガイド駒を直列且つ一方向にのみ屈曲可能なるように
連結することにより形成され、
　前記ガイド駒は、前記スクリーンの端部に係合する駒本体と、前記支持レールの第１係
止縁及び第２係止縁に係止する第１係止部及び第２係止部を備えた係止部材とを有し、
　前記係止部材は、前記駒本体に、前記第１係止部及び第２係止部が前記支持レールの第
１係止縁及び第２係止縁にそれぞれ係止する第１位置と、前記第１係止部及び第２係止部
が前記第１係止縁及び第２係止縁からそれぞれ外れる第２位置とに変位自在なるように連
結されている、
　ことを特徴とするスクリーン装置におけるスクリーン支持機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遮光、断熱、目隠し、防虫、花粉の侵入防止等のため建物開口部に取り付け
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るスクリーン装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建物開口部に装着されるスクリーン枠内に、遮光、断熱、目隠し、防虫、花粉の侵入防
止等のためのスクリーンを張設し、このスクリーンを、前記スクリーン枠内を横移動自在
の操作框で開閉操作するスクリーン装置は、特許文献１及び特許文献２等に開示されてい
るように公知である。
【０００３】
　前記スクリーン装置は、前記スクリーン枠を閉鎖した状態のスクリーンの上端及び／又
は下端を支持するスクリーンガイドを有している。このスクリーンガイドは、前記スクリ
ーンが風等による横向きの作用力で大きく撓んだり位置ずれしたりすることのないように
するためのもので、複数のガイド駒を直列且つ屈伸自在に連結することにより形成され、
前記スクリーンの端部に沿って直線状に配置されることにより、該スクリーンの端部を直
線状に支持するものである。
【０００４】
　図２３に示すように、前記スクリーンガイド６０は、前記スクリーン６１が横向きの力
を受けた際に該スクリーン６１と一緒に位置ずれすることのないように、前記スクリーン
枠の下辺部分に水平に設置したレール６２を、前記ガイド駒６３の底面に形成した凹溝６
４内に嵌合させることにより、該レール６２で支持させるようにしている。この場合に望
ましくは、その支持を一層確実にするため、該レール６２にその幅方向に突出する一対の
係止縁６２ａ，６２ａを形成すると共に、前記ガイド駒６３の凹溝の溝壁に一対の係止爪
６４ａ，６４ａを形成し、該係止爪６４ａ，６４ａを前記係止縁６２ａ，６２ａに係止さ
せるようにすることである。
【０００５】
　一方、前記スクリーンガイドには、特許文献１の図１に開示されているように、操作框
（可動框）によるスクリーンの開閉操作に伴って、該操作框の内部に引き込まれたり該内
部から引き出されたりするもの（第１タイプ）と、特許文献１の図５に開示されているよ
うに、スクリーン枠の左右何れか一方の縦枠杆（固定枠）の内部に引き込まれたり該内部
から引き出されたりするもの（第２タイプ）とがある。
【０００６】
　しかし、図２３に示すレール６２及びガイド駒６３の構成は、前記２つのタイプのスク
リーンガイドのうち、第２タイプのスクリーンガイドにしか適用することができない（特
許文献１の段落［００５２］及び図１１ｃ参照）。その理由は、前記ガイド駒６３の一対
の係止爪６４ａ，６４ａ間の間隔は、前記レールの一対の係止縁６２ａ，６２ａの先端部
間の距離より小さいため、前記一対の係止爪６４ａ，６４ａは、必ず前記レール６２の長
さ方向の端部から前記係止縁６２ａ，６２ａに係止させなければならず、該レールの中間
位置で前記係止縁に係止させることはできないからである。
【０００７】
　このため、前記第１タイプのスクリーンガイド、即ち、レールに沿って移動する操作框
の内部に引き込まれたり該内部から引き出されたりするタイプのスクリーンガイドにも、
図２３に示すレール６２及びガイド駒６３の構成を適用できるようにすることが望まれて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－３４６５７８号公報
【特許文献２】特開２００５－２３５７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　本発明の技術的課題は、操作框によるスクリーンの開閉操作に伴って該操作框の内部に
引き込まれたり該内部から引き出されたりするスクリーンガイドを、支持レールの中間位
置で該支持レールに係止させたり該支持レールから離脱させたりすることができるように
構成することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため、本発明のスクリーン装置は、建物開口部に取り付けられるス
クリーン枠と、該スクリーン枠内に縦向きに配設されて左右方向に移動操作可能な操作框
と、前記スクリーン枠の左右の縦枠杆の一方と前記操作框との間に張設され、該操作框の
移動操作によって前記スクリーン枠を開閉するスクリーンと、該スクリーンの上下端のう
ち少なくとも一方に配設され、前記操作框の移動操作によって該操作框の内部から前記ス
クリーンの端部に沿って引き出されたり該操作框の内部に引き込まれたりするスクリーン
ガイドと、前記操作框の内部から引き出された前記スクリーンガイドを前記スクリーンに
沿って直線状に支持する支持レールとを有し、前記支持レールは、該支持レールの幅方向
両側に突出する第１係止縁及び第２係止縁を有し、前記スクリーンガイドは、複数のガイ
ド駒を直列且つ一方向にのみ屈曲可能なるように連結することにより形成され、前記ガイ
ド駒は、前記スクリーンの端部に係合する駒本体と、前記支持レールの第１係止縁及び第
２係止縁に係止する第１係止部及び第２係止部を備えた係止部材とを有し、前記係止部材
は、前記駒本体に、前記第１係止部及び第２係止部が前記支持レールの第１係止縁及び第
２係止縁にそれぞれ係止する第１位置と、前記第１係止部及び第２係止部が前記第１係止
縁及び第２係止縁からそれぞれ外れる第２位置とに変位自在なるように連結されているこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明においては、前記係止部材が、前記支持レールが嵌合する凹状の支持溝を有し、
該支持溝の相対する一対の溝壁のうち一方の第１溝壁に前記第１係止部が形成されると共
に、他方の第２溝壁に前記第２係止部が形成されていることが望ましい。
　より望ましくは、前記第１係止部及び第２係止部が、前記支持溝の幅方向内側に突出し
て前記第１係止縁及び第２係止縁に係止する係止爪を有し、該係止爪の内面と前記係止縁
の裏面とのうち少なくとも一方の面、及び、前記係止爪の外面と前記係止縁の表面とのう
ち少なくとも一方の面は、前記係止爪又は係止縁の先端側に向けて次第に該係止爪又は係
止縁の厚みが薄くなる方向に傾斜していることである。
【００１２】
　本発明の具体的な構成態様によれば、前記支持溝は、前記スクリーンガイドが支持レー
ルに沿って直線状に支持されているとき、該支持レールに対して斜めを向き、且つ、相対
する第１溝壁及び第２溝壁の一部がそれぞれ前記第１係止縁及び第２係止縁に当接するよ
うに形成され、前記第１溝壁の前記第１係止縁に当接する部分に前記第１係止部が形成さ
れると共に、前記第２溝壁の前記第２係止縁に当接する部分に前記第２係止部が形成され
る。
【００１３】
　この場合、前記ガイド駒は、前記支持レールに沿う方向の第１端と反対側の第２端とを
有し、前記第１係止部は、前記第１端側及び第２端側の何れか一方に形成され、前記第２
係止部は、前記第１端側及び第２端側の他方に形成されていることが好ましい。
【００１４】
　本発明の一つの実施態様においては、前記ガイド駒の係止部材が、前記駒本体に対し、
該ガイド駒に垂直な軸線を中心にして回動自在なるように連結され、正逆方向への回動に
よって前記第１位置と第２位置とに変位するように構成することができる。
【００１５】
　本発明の他の実施態様においては、前記ガイド駒の係止部材が、相互間の間隔が変化す
る方向に変位自在の一対の可動部片を有し、該一対の可動部片の一方と他方とに前記第１
係止部及び第２係止部の一方と他方とが形成されていても良い。
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【００１６】
　また、本発明によれば、スクリーン枠内にスクリーンを開閉自在に張設したスクリーン
装置において前記スクリーンの端部を支持するスクリーン支持機構であって、該スクリー
ン支持機構は、前記スクリーンの端部を支持するスクリーンガイドと、該スクリーンガイ
ドを支持する支持レールとを有し、前記支持レールは、該支持レールの幅方向両側に突出
する第１係止縁及び第２係止縁を有し、前記スクリーンガイドは、複数のガイド駒を直列
且つ一方向にのみ屈曲可能なるように連結することにより形成され、前記ガイド駒は、前
記スクリーンの端部に係合する駒本体と、前記支持レールの第１係止縁及び第２係止縁に
係止する第１係止部及び第２係止部を備えた係止部材とを有し、前記係止部材は、前記駒
本体に、前記第１係止部及び第２係止部が前記支持レールの第１係止縁及び第２係止縁に
それぞれ係止する第１位置と、前記第１係止部及び第２係止部が前記第１係止縁及び第２
係止縁からそれぞれ外れる第２位置とに変位自在なるように連結されていることを特徴と
するスクリーン支持機構が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、スクリーンガイドを形成するガイド駒が、駒本体と係止部材とで構成
されていて、前記係止部材が、第１係止部及び第２係止部が支持レールの第１係止縁及び
第２係止縁にそれぞれ係止する第１位置と、前記第１係止部及び第２係止部が前記第１係
止縁及び第２係止縁からそれぞれ外れる第２位置とに変位自在とされているので、前記ガ
イド駒即ちスクリーンガイドを、支持レールの中間位置で該支持レールに係止させたり該
支持レールから離脱させたりすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係るスクリーン装置を一部破断して示す正面図であって、室内側から見
た図である。
【図２】図１の横断平面図である。
【図３】図１の側面図である。
【図４】図１の部分斜視図である。
【図５】図４からスクリーンガイドとレールとを分離した斜視図である。
【図６】図５のスクリーンガイドを左側から見た斜視図である。
【図７】図６の下面図である。
【図８】ガイド駒及びレールの正面図である。
【図９】（ａ）は、ガイド駒の係止部材が第１位置にあるときの下面図であり、（ｂ）は
、ガイド駒の係止部材が第２位置にあるときの下面図である。
【図１０】ガイド駒の断面図である。
【図１１】ガイド駒の駒本体と係止部材とを分離した斜視図である。
【図１２】（ａ）は、ガイド駒が支持レールに係止している状態の正面図、（ｂ）はその
下面図である。
【図１３】（ａ）は、ガイド駒が支持レールから外れていく過程の中間状態を示す正面図
、（ｂ）はその下面図である。
【図１４】（ａ）は、ガイド駒が支持レールから外れた状態を示す正面図、（ｂ）はその
下面図である。
【図１５】（ａ）は、ガイド駒が支持レールに係止する過程の初期状態を示す正面図、（
ｂ）はその下面図である。
【図１６】（ａ）は、ガイド駒が支持レールに係止する過程の中間状態を示す正面図、（
ｂ）はその下面図である。
【図１７】（ａ）は、ガイド駒が支持レールに係止する直前の状態を示す正面図、（ｂ）
はその下面図である。
【図１８】（ａ）は、ガイド駒が支持レールに係止した状態を示す正面図、（ｂ）はその
下面図である。
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【図１９】スクリーンガイドの第１変形例を示す部分斜視図である。
【図２０】スクリーンガイドの第２変形例を示す部分斜視図である。
【図２１】（ａ）は、第２変形例のスクリーンガイドを形成するガイド駒の正面図、（ｂ
）はその下面図である。
【図２２】図２０のガイド駒が支持レールから外れた状態の下面図である。
【図２３】公知のスクリーンガイドにおけるガイド駒とレールとの関係を示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図は本発明に係るスクリーン装置の一実施形態を示すもので、このスクリーン装置は、
遮光、断熱、目隠し、防虫、花粉の侵入防止等の目的のため建物の窓や出入り口等の建物
開口部に取り付けて使用するものである。
【００２０】
　図１－図３に示すように、前記スクリーン装置は、右方の第１縦枠杆２ａ及び左方の第
２縦枠杆２ｂと、上方の第１横枠杆３ａ及び下方の第２横枠杆３ｂとからなる矩形のスク
リーン枠１を有し、該スクリーン枠１の内部に、縦向きに配置された操作框４が、その上
端を前記第１横枠杆３ａに支持されると共に、下端を前記第２横枠杆３ｂの上面の支持レ
ール５に支持された状態で、左右方向に移動操作可能なるように配設されている。
【００２１】
　前記第１縦枠杆２ａの室内側を向く前面に形成された巻取ボックス６の内部には、巻取
軸７が鉛直な軸線を中心にして回転自在なるように配設され、該巻取軸７にスクリーン８
の基端部が巻き付けられ、該スクリーン８の先端部は、前記第１縦枠杆２ａの内側面に形
成されたスリット状の開口部２ｃから前記スクリーン枠１の内側に向けて導出され、前記
操作框４に連結されている。従って該スクリーン８は、前記第１縦枠杆２ａと操作框４と
の間に張設されているということができる。
【００２２】
　前記操作框４は、図２及び図４から明らかなように、横断面形状が左右に細長い長方形
状をなすもので、前記第１縦枠杆２ａ側のスクリーン取付部４ｂと、前記第２縦枠杆２ｂ
側のスクリーンガイド収容部４ｃとを有し、これらスクリーン取付部４ｂとスクリーンガ
イド収容部４ｃとは、隔壁４ｄで仕切られている。
【００２３】
　前記スクリーン取付部４ｂの前記第１縦枠杆２ａ側を向く内側面には、スリット状をし
た連結溝９が上下方向に形成されていて、該連結溝９に、前記スクリーン８の先端部に取
り付けられた連結部材１０が挿入され、該連結部材１０の先端の係止体１０ａが前記連結
溝９の内縁に係止されることにより、該操作框４に前記スクリーン８の先端が連結されて
いる。
【００２４】
　前記連結部材１０は、テープ状をした基材１０ｂの端部に複数の突起状をした前記係止
体１０ａを固定することにより形成されたもので、前記基材１０ｂが、前記スクリーン８
の先端部に、溶着や縫着等の方法で取り付けられている。
【００２５】
　前記巻取軸７は、内蔵するコイルばね７ａの弾性力を巻取力として前記スクリーン８を
巻き取るもので、前記操作框４を図１の左方に移動させてスクリーン８を前記巻取軸７か
ら引き出すと、前記コイルばね７ａが捻られることによって巻取力が蓄積され、前記操作
框４を図１の右方に移動させて前記スクリーン枠１を開放するとき、前記コイルばね７ａ
に蓄積された巻取力によって前記スクリーン８が巻き取られる。
　図中の符号１１が付された部材は、前記操作框４を開閉操作するための把手である。
【００２６】
　また、前記スクリーン装置は、前記操作框４の開閉操作時における傾きを防止する機能
と、風などの作用によって前記スクリーン８の下端部が撓んだり位置ずれしたりするのを



(7) JP 6612162 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

防止する機能とを兼ね備えたスクリーン支持機構１４を有している。このスクリーン支持
機構１４は、前記スクリーン８の下端部を真っ直ぐに支持するスクリーンガイド１５と、
該スクリーンガイド１５を前記スクリーン８に沿って直線状に支持する前記支持レール５
とを有している。
【００２７】
　前記支持レール５は、図８に詳細に示すように、該支持レール５の幅方向両側に突出す
るフランジ状をした第１係止縁５ａ及び第２係止縁５ｂを有している。前記第１係止縁５
ａ及び第２係止縁５ｂの表裏面のうち表面１６ａは、各々の係止縁５ａ，５ｂの先端側に
向けて次第に該係止縁の厚みが薄くなる方向に傾斜する傾斜面をなし、これに対して裏面
１６ｂは、水平面をなしている。
【００２８】
　前記スクリーンガイド１５は、図５及び図６から明らかなように、合成樹脂製の複数の
ガイド駒１７を直列且つ一方向にのみ屈曲可能なるように連結することにより形成された
もので、図１に示すように、該スクリーンガイド１５の一端１５ａは、前記第１縦枠杆２
ａの下端部に固定され、他端１５ｂは、前記操作框４の下端の開口部４ａから前記スクリ
ーンガイド収容部４ｃ内に導入されて、取付ワイヤ１８の一端１８ａに連結され、該取付
ワイヤ１８の他端１８ｂが、前記操作框４の上端から前記第１横枠杆３ａの内部に導出さ
れて該第１横枠杆３ａに固定されている。前記スクリーンガイド１５をこのような態様で
配置することにより、該スクリーンガイド１５は、前記操作框４の左右への移動操作に伴
って、該操作框４の内部から前記スクリーン８の端部に沿って引き出されたり、該操作框
４の内部に引き込まれたりする。
【００２９】
　前記ガイド駒１７は、図８－図１１から明らかなように、前記スクリーン８の下端部に
係合する上段の駒本体２０と、前記支持レール５が嵌合する凹状の支持溝２２を下面に備
えた下段の係止部材２１とを、該ガイド駒１７の中央を通る垂直な軸線Ｌを中心にして正
逆方向に相対的に回動自在なるように連結することにより形成されたもので、該ガイド駒
１７の平面視形状は、前後方向（連結方向）の径Ｘより左右方向（室内外方向）の径Ｙが
大きい長方形をなしている。
　なお、前記ガイド駒１７の「前後」及び「左右」とは、図８のように、該ガイド駒１７
を連結方向の一端側を正面として見た場合の向きである。
【００３０】
　前記駒本体２０には、その高さ方向の上端部近くで、しかも左右方向の両端部寄りの位
置に、一対のワイヤ挿通孔２４，２４が、該駒本体２０を前後方向一側の第１端Ｅ１側か
ら反対側の第２端Ｅ２側まで貫通するように形成され、図５及び図６に示すように、該ワ
イヤ挿通孔２４，２４に可撓性を有するワイヤ２５を挿通して複数のガイド駒１７を直列
に連結することにより、前記スクリーンガイド１５が形成されている。複数のガイド駒１
７をこのような態様で連結することにより、前記スクリーンガイド１５は、その上面側が
凹側となる方向にのみ屈曲することができる。
【００３１】
　また、前記駒本体２０の上面の左右方向の中央部には、前記スクリーン８の下端部の係
合部材２６（図１及び図４参照）が嵌入して係合するスリット状の係合溝２７が、該駒本
体２０を前記第１端Ｅ１側から第２端Ｅ２側まで貫通した状態に形成され、該係合溝２７
の内端は、該係合溝２７より幅の広い拡大部２７ａとなっている。
　前記係合部材２６は、図４から明らかなように、テープ状をした基材２６ｂの端部に複
数の突起状をした係止体２６ａを固定することにより形成されたもので、前記基材２６ｂ
が、前記スクリーン８の下端部に、溶着や縫着等の方法で取り付けられている。
【００３２】
　そして、前記スクリーンガイド１５が前記操作框４の下端の開口部４ａから前記スクリ
ーン８の下端部に沿って引き出されるとき、引き出された駒本体２０の前記係合溝２７内
に係合部材２６が嵌合して、前記係止体２６ａが前記拡大部２７ａ内において前記係合溝
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２７の内縁に係止することにより、前記スクリーン８とガイド駒１７とが順次係合する。
その逆に、前記スクリーンガイド１５が前記操作框４の内部に引き込まれるときは、引き
込まれる駒本体２０の係合溝２７から前記係合部材２６が外れる。
【００３３】
　一方、前記係止部材２１は、前記駒本体２０の平面視形状とほぼ同形、同大の平面視形
状を有する部材であって、前記駒本体２０の下面に、連結機構３０により、前記軸線Ｌを
中心にして第１位置Ａ（図９（ａ））と第２位置Ｂ（図９（ｂ））との間で回動自在なる
ように連結され、該係止部材２１の下面に前記支持溝２２が形成されている。
【００３４】
　前記支持溝２２は、図８及び図９から明らかなように、前記係止部材２１が前記駒本体
２０に対して回動していないとき、つまり、該係止部材２１が前記第１位置Ａにあるとき
には、前記ガイド駒１７を左右方向に２分割する仮想面Ｓに対して斜めを向き、また、前
記係止部材２１が前記駒本体２０に対して回動したとき、つまり、該係止部材２１が前記
第２位置Ｂにあるときには、前記仮想面Ｓに対して平行をなすように形成されている。換
言すれば、前記仮想面Ｓと前記支持レール５とは平行であるため、前記支持溝２２は、前
記第１位置Ａにおいて前記支持レール５に対して斜めを向き、前記第２位置Ｂにおいては
前記支持レール５に対して平行をなすように形成されていると言うこともできる。
　なお、前記軸線Ｌは、前記仮想面Ｓ内に位置している。
【００３５】
　また、前記係止部材２１は、前記第１位置Ａにあるとき、駒本体２０と同じ方向を向い
ているため該駒本体２０とぴったり重なり合っているが、前記第２位置Ｂに回動すると、
駒本体２０と異なる方向を向くため、該係止部材２１の対角方向の両角部２１ａ，２１ｂ
が、前記駒本体２０の端面２０ａ，２０ｂからそれぞれ突出する。
【００３６】
　更に、前記支持溝２２の溝幅Ｗ１は、前記支持レール５の横幅（前後方向幅）Ｗ２より
僅かに大きい程度であるため、前記係止部材２１が前記第１位置Ａにあるとき、前記支持
溝２２の相対する一対の溝壁のうち、一方の第１溝壁２２ａの一部は、前記支持レール５
の第１係止縁５ａに当接し、他方の第２溝壁２２ｂの一部は、前記支持レール５の第２係
止縁５ｂに当接することになる。そこで、各々の当接部分に、前記係止縁５ａ，５ｂに係
止する係止部３１ａ，３１ｂが形成されている。即ち、前記第１溝壁２２ａが前記第１係
止縁５ａに当接する部分に第１係止部３１ａが形成され、前記第２溝壁２２ｂが前記第２
係止縁５ｂに当接する部分に第２係止部３１ｂが形成されている。図示した例では、前記
第１係止部３１ａがガイド駒１７の第１端Ｅ１側に形成され、前記第２係止部３１ｂがガ
イド駒１７の第２端Ｅ２側に形成されている。
【００３７】
　前記第１係止部３１ａ及び第２係止部３１ｂは、図８から分かるように、前記支持溝２
２の幅方向内側に向けて突出する係止爪３２を有していて、該係止爪３２の溝底側２２ｃ
側を向く内面３２ａ及びその反対側の外面３２ｂは、該係止爪３２の先端側に向けて次第
に該係止爪３２の厚みが薄くなる方向に傾斜する傾斜面となっている。
【００３８】
　前記駒本体２０と係止部材２１とを連結する前記連結機構３０は、図１０及び図１１か
ら明らかなように、前記駒本体２０の底面に形成された溝状の連結凹部３５と、前記係止
部材２１の上面に形成されて前記連結凹部３５に嵌合する連結凸部３６とを有している。
【００３９】
　前記連結凹部３５は、相対する一対の凹部側壁３７ａ，３７ｂの間に形成されていて、
該連結凹部３５の中央に軸受部３８が設けられている。
　前記一対の凹部側壁３７ａ，３７ｂのうち、一方の第１凹部側壁３７ａは、前記駒本体
２０の第２端Ｅ２側から、前記仮想面Ｓに徐々に近づく方向に傾斜しながら第１端Ｅ１近
くまで直線的に延びる第１傾斜部３９ａと、該第１傾斜部３９ａの先端部分から前記第１
端Ｅ１まで延びる第２傾斜部３９ｂと、前記第１傾斜部３９ａと第２傾斜部３９ｂとを曲
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線的且つ滑らかに連ねる円弧状の連繋部３９ｃとを有し、前記第２傾斜部３９ｂの仮想面
Ｓに対する傾斜角度は、前記第１傾斜部３９ａの同傾斜角度より大きい。これに対し、他
方の第２凹部側壁３７ｂは、前記軸線Ｌを介して前記第１凹部側壁３７ａと線対称をなす
ように形成されている。
【００４０】
　また、前記軸受部３８は、円柱状をしていて、その中心を通る前記軸線Ｌ上の位置に軸
受孔４０を有すると共に、円柱の側面から前記駒本体２０の第１端Ｅ１側及び第２端Ｅ２
側に向けてそれぞれ突出する２つの位置決め突起４１，４１を有している。
【００４１】
　一方、前記係止部材２１の前記連結凸部３６には、前記第１凹部側壁３７ａ及び第２凹
部側壁３７ｂに当接する第１凸部側壁４２ａ及び第２凸部側壁４２ｂが形成されていて、
該第１凸部側壁４２ａ及び第２凸部側壁４２ｂは、前記第１傾斜部３９ａ、第２傾斜部３
９ｂ、連繋部３９ｃにそれぞれ対応する第１傾斜部４３ａ、第２傾斜部４３ｂ、連繋部４
３ｃを有し、該連繋部４３ｃは円弧状に形成されている。
【００４２】
　また、前記連結凸部３６の上面には、前記軸受部３８が嵌合する凹状の軸受嵌合部４５
と、該軸受嵌合部４５の中央に位置して前記軸受孔４０に嵌合する連結軸４６とが形成さ
れ、前記軸受嵌合部４５の側壁には、前記連結軸４６を介して相対する位置に、前記２つ
の位置決め突起４１，４１が回動自在に嵌合する２つの位置決め孔４７，４７が形成され
ている。
【００４３】
　そして、前記係止部材２１が、前記駒本体２０に対して前記連結軸４６（軸線Ｌ）を中
心に回動すると、前記位置決め孔４７の内部を前記位置決め突起４１が変位し、該位置決
め突起４１が前記位置決め孔４７の左右の孔壁の一方に当接したとき、前記係止部材２１
が前記第１位置Ａを占め、左右の孔壁の他方に当接したとき、前記係止部材２１が前記第
２位置Ｂを占めるようになっている。
【００４４】
　前記構成を有するスクリーン装置において、図１は、操作框４が開閉操作の途中に位置
する中間開放状態を示すものである。この状態から、前記操作框４を図の右方向（開放方
向）に移動させると、スクリーン８が巻取軸７に巻き取られると共に、スクリーンガイド
１５が前記操作框４の内部に引き込まれることにより、スクリーン枠１は開放し、その逆
に、前記操作框４を図の左方向（閉鎖方向）に移動させると、前記スクリーン８が巻取軸
７から引き出されると共に、前記スクリーンガイド１５が前記操作框４の内部から前記ス
クリーン８の下端部に沿って引き出されることにより、前記スクリーン枠１は閉鎖される
。
【００４５】
　このとき、前記スクリーンガイド１５においては、前記操作框４が右方向に移動すると
き、支持レール５に水平姿勢で係止しているガイド駒１７のうち、最も操作框４側に位置
しているガイド駒１７から順に、縦方向（垂直方向）に次第に向きを変えながら、前記支
持レール５から外れて前記操作框４の内部に引き込まれていき、その逆に、前記操作框４
が左方向に移動するとき、前記操作框４の内部から支持レール５上に引き出されたガイド
駒１７が、縦向きの姿勢から屈曲時の姿勢を経て、前記支持レール５に沿った水平方向の
姿勢へと次第に向きを変えながら、該支持レール５に係止することになる。そのときの前
記ガイド駒１７の動作を以下に説明する。
【００４６】
　図１２－図１４は、前記ガイド駒１７が前記支持レール５から外れるときの動作を説明
するもので、図１２（ａ）、（ｂ）に示すように、ガイド駒１７の係止部材２１が第１位
置Ａにあって、第１係止部３１ａ及び第２係止部３１ｂが支持レール５の第１係止縁５ａ
及び第２係止縁５ｂに係止している状態から、前記ガイド駒１７に上向きの力Ｆが作用す
ると、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、前記第１係止部３１ａ及び第２係止部３１ｂ
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の係止爪３２の内面３２ａが前記第１係止縁５ａ及び第２係止縁５ｂの裏面１６ｂに当接
する。このとき、前記内面３２ａは傾斜面になっているため、前記係止爪３２と係止縁５
ａ，５ｂとの間には、該係止爪３２が前記内面３２ａに沿って係止縁５ａ，５ｂの先端側
に変位しようとする力が働き、この力によって前記係止部材２１に軸線Ｌを中心とするモ
ーメントが発生し、このモーメントにより、前記係止部材２１が矢印Ｍ方向に回動する。
このため前記係止爪３２は、同図に示すように、前記係止縁５ａ，５ｂから外れる方向に
変位する。
【００４７】
　前記係止部材２１は続けて回動するから、前記係止爪３２は、図１４（ａ）、（ｂ）に
示すように前記係止縁５ａ，５ｂから完全に外れる位置まで変位し、それによって前記係
止部材２１は第２位置Ｂを占め、前記支持溝２２が前記支持レール５とほぼ平行を向く。
そして、前記ガイド駒１７は、前記上向きの力Ｆで持ち上げられて前記支持レール５から
分離されることになる。
【００４８】
　実際の動作においては、図１、図５－図７から分かるように、前記上向きの力Ｆがガイ
ド駒１７の第２端Ｅ２側に作用するため、該ガイド駒１７が支持レール５から外れる前記
動作は、第２端Ｅ２側主導で行われる。
【００４９】
　前記支持レール５から外れて操作框４の内部に引き込まれた前記ガイド駒１７は、屈曲
状態から徐々に縦方向に向きを変え、最終的に上下に直線状に連なった状態になる。この
とき、前記ガイド駒１７の係止部材２１は、該ガイド駒１７が未だ屈曲姿勢にあるときは
第２位置Ｂを占めていて、その角部２１ａ，２１ｂがガイド駒１７の第１端Ｅ１側及び第
２端Ｅ２側に突出しているが、この突出部分は、先行するガイド駒１７に当接して押され
ため、前記係止部材２１は第１位置Ａに復帰し、その状態で各ガイド駒１７は直線状に連
なることになる。
【００５０】
　一方、図１５－図１８は、前記ガイド駒１７が前記支持レール５に係止するときの動作
を説明するものである。図１５（ａ）、（ｂ）に示すように、ガイド駒１７の係止部材２
１が第１位置Ａにある状態で、該ガイド駒１７に下向きの力Ｆが作用すると、前記係止部
材２１の第１係止部３１ａ及び第２係止部３１ｂの係止爪３２の外面３２ｂが前記支持レ
ール５の第１係止縁５ａ及び第２係止縁５ｂの表面１６ａに当接する。このとき、前記外
面３２ｂは傾斜面になっているため、図１６（ａ）、（ｂ）に示すように、前記係止爪３
２と係止縁５ａ，５ｂとの間に、該係止爪３２が前記外面３２ｂに沿って係止縁５ａ，５
ｂの先端側に変位しようとする力が働き、この力によって前記係止部材２１に軸線Ｌを中
心とするモーメントが発生し、このモーメントにより前記係止部材２１が矢印Ｍ方向に回
動するから、前記係止爪３２は、前記係止縁５ａ，５ｂから外れる方向に変位する。
【００５１】
　前記係止部材２１は続けて回動するから、前記係止爪３２は、前記係止縁５ａ，５ｂか
ら完全に外れる位置まで変位し、そのあと前記ガイド駒１７は、図１７（ａ）、（ｂ）に
示すように、前記支持溝２２に支持レール５が嵌合する位置まで変位する。このとき、前
記係止部材２１は第２位置Ｂにあり、前記支持溝２２は支持レール５とほぼ平行になって
いる。また、前記係止部材２１の角部２１ａ，２１ｂは、前記ガイド駒１７の第１端Ｅ１
側及び第２端Ｅ２側において外方に突出している。
【００５２】
　次に、前記ガイド駒１７は、前記支持レール５に沿って、先行するガイド駒１７の後に
直線状に連なる（図４－図７参照）が、このとき、前記係止部材２１の第１端Ｅ１側に突
出した角部２１ａが、先行するガイド駒１７の第２端Ｅ２側の端面に当接して押されるた
め、該係止部材２１は回動して第１位置Ａに復帰する。これにより前記ガイド駒１７は、
図１８（ａ）、（ｂ）に示すように、前記係止部材２１の第１係止部３１ａ及び第２係止
部３１ｂの係止爪３２が前記支持レール５の第１係止縁５ａ及び第２係止縁５ｂに係止し
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た状態になる。
【００５３】
　実際の動作においては、図１、図５－図７から分かるように、前記下向きの力Ｆが初め
にガイド駒１７の第１端Ｅ１側に作用するため、該ガイド駒１７が支持レール５に係止す
る前記動作は、第１端Ｅ１側主導で行われる。
【００５４】
　また、前記支持レール５に沿って一列に連なった前記ガイド駒１７は、前後のガイド駒
１７，１７同士が密着し合うことによって前記係止部材２１が第１位置Ａに拘束されるた
め、該ガイド駒１７にスクリーン８を通じて上向きの力が作用しても、前記係止部材２１
が第２位置Ｂに向けて回動することはできず、このため、前記ガイド駒１７が支持レール
５から外れることはない。
　このようにして、前記スクリーンガイド１５のガイド駒１７は、前記支持レール５の中
間位置で該支持レール５に係止したり該支持レール５から離脱したりする。
【００５５】
　図１９は前記スクリーンガイドの第１変形例を示すもので、この第１変形例のスクリー
ンガイド１５Ａでは、複数のガイド駒１７Ａがピンで順次連結されている。
　即ち、前記ガイド駒１７Ａの駒本体２０における第１端Ｅ１側の端面には、その上端部
の左右相対する位置に、一対の連結アーム５０，５０が、スクリーンガイド１５Ａの長さ
方向に突出するように形成されて、該一対の連結アーム５０，５０にそれぞれ連結ピン５
１が取り付けられ、また、前記駒本体２０の第２端Ｅ２側の端面には、その上端部の左右
相対する位置に、凹段部状をした一対のアーム受け５２，５２が形成されて、該アーム受
け５２，５２にそれぞれピン孔５３が形成されている。
　そして、隣接するガイド駒１７Ａ，１７Ａ同士を、前記連結ピン５１とピン孔５３とに
よって順次回転自在に連結することにより、前記スクリーンガイド１５Ａが形成されてい
る。
【００５６】
　前記スクリーンガイド１５Ａの前述した構成以外の構成は、図１－図１８に示す基本形
態のスクリーンガイド１５と実質的に同じであるから、それらの主要な同一構成部分に前
記基本形態のスクリーンガイド１５に用いた符号と同一の符号を付してその説明は省略す
る。
【００５７】
　図２０－図２２はスクリーンガイドの第２変形例を示すもので、この第２変形例のスク
リーンガイド１５Ｂを構成するガイド駒１７Ｂは、係止部材２１の構成が、前記基本形態
のスクリーンガイド１５におけるガイド駒１７の係止部材２１の構成と相違している。
【００５８】
　即ち、前記ガイド駒１７Ｂの係止部材２１は、支持レール５に対して斜め方向且つ相互
に逆方向に変位可能な一対の摺動部片２１Ａ，２１Ｂを有している。該一対の摺動部片２
１Ａ，２１Ｂは、長方形をなす係止部材２１を、仮想面Ｓと交叉する摺接面５６に沿って
二分割したような形をしていて、駒本体２０の下面に前記摺接面５６と平行し且つ互いに
平行するように形成された一対の長孔状をした摺動孔５７内に、各摺動部片２１Ａ，２１
Ｂの上面に形成された摺動ピン５８をそれぞれ変位自在に挿入することにより、前記駒本
体２０の下面に、第１位置Ａ（図２１（ｂ））と第２位置Ｂ（図２２）とに変位自在なる
ように取り付けられている。そして、前記一対の摺動部片２１Ａ，２１Ｂの間に支持溝２
２が形成されると共に、一方の第１摺動部片２１Ａに第１係止部３１ａが形成され、他方
の第２摺動部片２１Ｂに第２係止部３１ｂが形成されている。
【００５９】
　前記摺接面５６が前記仮想面Ｓとなす角度θ１は、前記支持溝２２が前記仮想面Ｓとな
す角度θ２より大きい。
　また、前記一対の摺動部片２１Ａ，２１Ｂが前記摺動ピン５８を中心として回転しない
ように、不図示の回転防止機構が設けられている。
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【００６０】
　前記ガイド駒１７Ｂの前述した構成以外の構成は、前記基本形態のスクリーンガイド１
５のガイド駒１７と実質的に同じであるから、それらの主要な同一構成部分に前記基本形
態のスクリーンガイド１５のガイド駒１７に用いた符号と同一の符号を付してその説明は
省略する。
【００６１】
　前記構成を有するガイド駒１７Ｂが前記支持レール５に係止しているときは、図２１（
ａ）、（ｂ）に示すように、前記係止部材２１が第１位置Ａを占めることにより、第１摺
動部片２１Ａにおける第１係止部３１ａの係止爪３２、及び、第２摺動部片２１Ｂにおけ
る第２係止部３１ｂの係止爪３２が、前記支持レール５の第１係止縁５ａ及び第２係止縁
５ｂにそれぞれ係止している。
【００６２】
　この状態から、前記ガイド駒１７Ｂに上向きの力が作用して前記支持レール５から外れ
るときは、図１３で基本形態のガイド駒１７について説明したように、前記係止爪３２の
内面３２ａと前記係止縁５ａ，５ｂとの相互作用によって前記摺動部片２１Ａ，２１Ｂに
Ｎ１方向の力（図２１（ａ）参照）が作用し、この力は、前記摺動孔５７と摺動ピン５８
とによってＮ２方向の力に変えられるため、図２２に示すように、前記一対の摺動部片２
１Ａ，２１Ｂは、摺接面５６に沿って互いに逆方向に変位し、第２位置Ｂに移動する。こ
のため前記ガイド駒１７は、支持レール５から外れる。
【００６３】
　また、前記ガイド駒１７が前記支持レール５の上面に押し付けられて該支持レール５に
係止するときは、第１位置Ａにある係止部材２１の一対の摺動部片２１Ａ，２１Ｂが、係
止爪３２と支持レール５の係止縁５ａ，５ｂとの相互作用によって図２２の第２位置Ｂに
一旦変位させられ、前記支持レール５が支持溝２２内に嵌合したあと、前後隣接するガイ
ド駒１７に前記摺動部片２１Ａ，２１Ｂの突出部分が押されることによって該摺動部材が
図２１の第１位置Ａに復帰し、その結果前記ガイド駒１７は、前記支持レール５に係止す
ることになる。
【００６４】
　なお、前記一対の摺動部片２１Ａ，２１Ｂは、前記力Ｎ１方向（左右方向）に真っ直ぐ
変位するように構成しても良く、あるいは、クリップのように左右に開閉するように構成
することもできる。この場合に、前記係止爪は、前記摺動部片２１Ａ，２１Ｂの端部では
なく、中央部に設けることも、全体に渡って設けることもできる。
【００６５】
　また、前記実施形態においては、ガイド駒１７における第１係止部３１ａ及び第２係止
部３１ｂの係止爪３２の内面３２ａ及び外面３２ｂが何れも傾斜面とされ、また、支持レ
ール５の第１係止縁５ａ及び第２係止縁５ｂでは、その表面１６ａが傾斜面とされると共
に裏面１６ｂが水平面とされているが、このような場合に限らず、前記係止爪３２と前記
係止縁５ａ，５ｂとの互いに係止し合う内面３２ａと裏面１６ｂとにおいては、その少な
くとも一方の面が傾斜面であれば良く、同様に、前記外面３２ｂと表面１６ａとにおいて
も、その少なくとも一方の面が傾斜面であれば良い。
【００６６】
　更に、前記実施形態のスクリーン装置では、前記スクリーンガイド１５がスクリーン８
の下端側だけに配設されているが、該スクリーンガイド１５は、スクリーン８の上端側に
配設することも、上端側及び下端側の両方に配設することもできる。
【００６７】
　また、本発明は、前記実施形態に示すような平面状のスクリーンを用いた巻取式のスク
リーン装置だけでなく、例えば特許文献２に開示されているような、アコーディオン式に
屈伸自在のスクリーンや、ハニカム形の断面構造を有するスクリーン等を用いたスクリー
ン装置にも、同様に適用することができる。この場合、スクリーンとスクリーンガイドの
ガイド駒とは、該ガイド駒の凹溝内にスクリーンの端部が嵌合した状態で相互に係合する



(13) JP 6612162 B2 2019.11.27

10

20

ことになるが、前記係合部材２６のような手段で相互に連結された状態の係合にはならな
い場合もある。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　　　スクリーン枠
　　２ａ　　　第１縦枠杆
　　２ｂ　　　第２縦枠杆
　　４　　　操作框
　　５　　　支持レール
　　５ａ　　　第１係止縁
　　５ｂ　　　第２係止縁
　　８　　　スクリーン
　１４　　　スクリーン支持機構
　１５，１５Ａ，１５Ｂ　　　スクリーンガイド
　１７，１７Ａ，１７Ｂ　　　ガイド駒
　２０　　　駒本体
　２１　　　係止部材
　２１Ａ，２１Ｂ　　　可動部片
　２２　　　支持溝
　２２ａ　　　第１溝壁
　２２ｂ　　　第２溝壁
　３１ａ　　　第１係止部
　３１ｂ　　　第２係止部
　　Ａ　　　第１位置
　　Ｂ　　　第２位置
　　Ｌ　　　軸線
　　Ｅ１　　　第１端
　　Ｅ２　　　第２端
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